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総務常任委員会 

 

 平成２２年１２月１６日午前９時から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎伴  吉晴     ○嶋田 善行     宮﨑 和彦 

紀  良治      飯髙 昭二     木澤 正男 

     中 西 議 長 

 

２．理事者出席者 

    町     長  小城 利重    副 町 長  池田 善  

   教  育  長  栗本 裕美    総 務 部 長  清水 建也 

   総 務 課 長  乾  善亮    総 務 課 参 事         田 昌敬 

  同 課 長 補 佐         谷口 智子    同 課 長 補 佐         安藤 晴康 

  企画財政課長  西川  肇    同 課 長 補 佐         本庄 徳光 

 同 課 長 補 佐         真弓  啓    税 務 課 長  加藤 惠三 

 税務課長補佐  松岡 洋右    会 計 管 理 者  野﨑 一也 

 会 計 室 長  山﨑 善之    監査委員書記  山﨑  篤 

 教委総務課長         植村 俊彦    教委総務課参事  佃田 眞規 

生涯学習課長         黒﨑 益範    同 課 長 補 佐         東浦 寿也 

生涯学習課係長  平田 政彦 

 

４．会議の書記 

    議会事務局長         藤原 伸宏    同   係   長         安藤 容子 

 

５．審査事項 

    別紙の通り 
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開会（午前９時００分） 

署名委員 宮﨑委員、紀委員 

 

おはようございます。それでは、全委員出席されておりますので、ただ今

より、総務常任委員会を開会いたします。これより、本日の会議を開きます。 

 町長の挨拶をお受けいたします。 小城町長。 

 

おはようございます。委員の皆さんには全員ご出席いただきまして、早朝

からありがとうございます。特に総務常任委員会の関係につきましては、斑

鳩町における歴史的史跡等の発掘調査整備保存に関することについて、この

関係については前回の委員会でも文化財センターの関係の人数の掌握あるい

は、アンケートの関係等についてのご指摘もありますように、またその関係

等についても担当から詳しく説明をさせます。あと、各課報告事項等につき

ましては、平成２２年度斑鳩町一般会計補正予算（第８号）について、特に

国の補正が定まった中で、交付金の関係等について、それとあわせて交付税

が３，０００億の関係で斑鳩町にも２，７００万の予定があったということ

でございます。また（仮称）地域交流館建設について、前回の委員会でもい

ろいろとご指摘、ご意見がございまして、その関係の資料等をまた出させて

いただいて、協議をいただきたいと思います。コンビニ収納及びペイジー収

納の導入について、また斑鳩小学校民俗資料室の一般開放について、この４

つの各課報告事項は担当から詳しく説明をさせますので、よろしくお願いい

たします。以上でございます。 

 

 最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

署名委員に、宮﨑委員、紀委員のお二人を指名いたします。お二人にはよろ

しくお願いいたします。 

本日の審査案件は、お手元に配付しておりますとおりでございます。 

はじめに、１．継続審査について、（１）斑鳩町における歴史的史跡等の

発掘調査、整備保存に関することについてを議題といたします。 

 理事者の報告を求めます。 黒﨑生涯学習課長。 
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それでは、継続審査（１）斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、整備

保存に関することについてご報告申し上げます｡ 

まず、斑鳩町文化財活用センターの運営についてでございます。 

お手元にお配りいたしております資料１－①をご覧ください。 

１２月１２日現在の斑鳩文化財センターの入館者の状況につきましてお示

ししておりますが、資料の構成等につきましては、以前からご説明いたして

おりますことから省略させていただきます。 

はじめに、１．通常開館の入館者数は合計５，６９１人、この期間中の開

館日数１６２日、１日あたりの平均入館者数約３５人となっております。な

お、この期間中における平日の入館者数は３，０２４人、開館日数１０３日、

１日当たりの平均の入館者数約２９人、また、土・日・休日の入館者数は、

２，６６７人、開館日数５９日、１日当たりの平均入館者数約４５人となっ

ております。 

次に、２．春季特別展、及び３．夏季企画展における入館者数等の状況に

つきましては、これまでの総務常任委員会でご報告させていただいておりま

すことから省略をさせていただきます。 

次に、１１月３日から１１月２８日までを会期として開催いたしました、

４．秋季特別展 斑鳩の古墳展の入館者数の状況についてでありますが、合

計では１，８２５人、期間中２６日間開館、１日あたりの平均入館者数約７

０人となっております。なお、この期間中における平日の入館者数は７８４

人、開館日数１６日、１日当たりの平均入館者数約４９人、また土・日・休

日の入館者数は１，０４１人、開館日数１０日、１日当たりの平均入館者数

約１０４人となっております。また、秋季特別展の入館者合計１,８２５人の

内、町内の方が約２８.７％、県内の方が約１９.１％、県外の方が約５１.

７％、無回答０.５％という状況でございました。 

次に、資料の一番下、５．入館者総数をご覧ください。今年３月２０日開

館以来の入館者等の状況についてお示ししておりますが、１２月１２日現在

の入館者総数は１１，１８４人、開館以来２３３日間開館、１日あたりの平

均入館者数約４８人となっております。なお、この期間中における平日の入

館者数は４，６７２人、開館日数１４８日、１日当たりの平均入館者数約３

２人、また、土・日・休日の入館者数は６，５１２人、開館日数８５日、１
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日当たりの平均入館者数は約７７人となっております。 

そして、今回の秋季特別展「斑鳩の古墳展」の入館者の分析といたしまし

ては、町内で発掘調査が行われた古墳のうち、藤ノ木古墳以外の古墳からの

出土品の展示ということで、一般的な関心がやや薄い面もございましたが、

全国各地で実施されていた文化財をテーマとした様々な展示会や講演会等が

開催されておりますことを勘案いたしましても、当町の特別展へは比較的足

を運んでいただけたものであると分析しております。 

また、この秋季特別展開催期間中に小学４年生から６年生を対象とした「子

ども考古学教室」のうち「子ども勾玉づくり教室」の開催につきましては、

前回の当総務常任委員会にご報告いたしましたが、１１月２０日（土）に開

催いたしました「子ども斑鳩の古墳めぐり」では１１組２１人の参加者を得

て、町内の子どもに秋季特別展において展示している展示品の出土した古墳

をめぐることで、参加者の身近にたくさんの古墳があることに気付いてもら

えたことによって、郷土の歴史や文化財に興味を持っていただけたものであ

ると考えております。 

続きまして、お手元にお配りいたしております資料１－②をご覧ください。

前回の当総務常任委員会にて、ご意見を賜りました秋季特別展におけるアン

ケート調査の結果について、ご報告させていただきます。はじめに、回収総

数についてでありますが、秋季特別展の開催期間中の入場者１,８２５人の内、

３１４人（回収率１７.２％）の方よりご回答をいただいております。 

次に、質問についてでありますが、１ 当施設をどのようにしてお知りに

なりましたかとの質問では、⑦ 藤ノ木古墳に来てとの回答が、３７．０％

を占め、２ ご来館の目的を教えてくださいとの質問でも、② 藤ノ木古墳

を知りたくてとの回答が、４０．１％を占めており藤ノ木古墳の知名度や関

心がいかに高いものであるかを伺うことができると考えております。次に、

３ 特別展では、観覧料をいただいておりますが、料金はどう思いますかと

の質問についてでありますが、８１．９％の方から②の適当だと思うとのご

回答をいただいております。続きまして、満足度調査として、４ 特別展の

展示内容はいかがでしたかとの質問では、①の満足したが５８.０％、②のや

や満足が２２.６％、③の普通が１７.２％と、全体の９７.８％以上の方から

普通以上であるとの回答をいただいております。 
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次に、ご回答をいただきました方々の性別、年齢、お住まい、来館の交通

手段、来館回数の質問についてでありますが、男女の比率では、男性５５．

７％、女性４４．３％、年齢層では、６０歳以上が４９．４％、２３歳から

５９歳までが４７．７％と回答者全体の９７．１％を占めております。また、

お住まいについての質問では、③県外６２．１％、②県内２０．７％、①町

内１７．２％の順となっており、来館の交通手段についての質問では、①電

車３３．３％、②バス１６．６％、③車・バイク２５．２％、④自転車８．

８％、⑤徒歩１６．１％となっており、来館回数についての質問では、①１

回目８５．０％、②２～３回目１２．１％、③４回以上２．９％という回答

をいただいております。 

団体行動により見学時間があまり無い等によって、アンケート調査にご協

力いただけなかった方々もあり、この特別展の入館者全体の１７．２％とい

う回収率ではありましたが、県外から、また６０歳以上の方々に多数ご来館

いただいている状況であるということでございます。 

次に、資料の裏面をご覧ください。アンケートにおけるご意見・ご感想に

ついてでありますが、１番目には、特別展の展示に関する意見・感想として

多かったもの、２番目には、藤ノ木古墳の展示に関する意見・感想として多

かったもの、３番目には、ボランティアによる展示解説に関する意見・感想

として多かったもの、４番目には、映像に関する意見・感想として多かった

もの、５番目には、その他の意見・感想をお示ししておりますが、全体的に、

多くの方から勉強になった、よく分かった、わかりやすかった、職員・ボラ

ンティアの方が親切であったとのご意見・ご感想やお礼のお言葉をいただい

ておりますが、解説板の文字が少し小さくて読みづらかったとのご意見・ご

感想もいただいておりますことから、今後は、説明文字数やレイアウトを工

夫するなど、可能な限り文字を大きく、見やすくするよう努めてまいりたい

と考えております。また、その他の意見としまして、斑鳩文化財センターへ

の道標が少ないとのご意見もいただいておりますことから、当センター周辺

に設置しております道標の再確認を行い、増設も含めて検討してまいりたい

というふうに考えております。そして、これらいただきましたご意見につき

ましては、今後の当センターの運営、企画や展示などに十分生かしてまいり

たいというふうに考えております。 
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課長 

続きまして、史跡中宮寺跡の整備についてであります。 

先の当総務常任委員会にてご報告いたしました調査区の調査を進めており

ます。現在は中心伽藍南域の旧中宮寺池の堤塘を掘り下げまして、南門推定

地の発掘調査を行っております。また昨年度の発掘調査において、金堂基壇

の北側と西側で検出いたしました、東西方向の柱列と南北方向の柱列との交

差する付近の調査区におきましては、柱穴列を確認してはおりますが、途中

に柱穴が検出されていないことから、昨年度検出の柱列が中心伽藍を囲む施

設の可能性は低いものであると考えております。また、この調査区からは、

残存状況の良好な７世紀後半頃の軒平瓦や、鉄などの鋳造において発生した

と思われる鉄滓（てっさい）や炭などが出土する土坑が検出されています。 

今後は引続き、中心伽藍の東域及び北域に着手し、調査してまいりたいと

考えております。 

そして、去る１２月８日（水）には、文化庁の調査官による史跡中宮寺跡

の現地指導があり、今後の発掘調査事業計画等へのご指導を賜るとともに、

奈良県教育委員会や史跡中宮寺跡整備検討委員会委員も同行をしていただき

まして、有益な現地検討を行うことができました。 

以上のように発掘調査の経過内容についてご報告いたしましたが、今後と

も調査の経過等につきましては、当総務常任委員会へご報告申し上げてまい

りたいと考えております。以上でございます。 

 

 報告が終わりましたので、質疑意見があればお受けいたします。 

 木澤委員。 

 

 分かりやすくまとめていただいて、ありがとうございました。今回で何度

目のご来館ですかというところで、ほとんどが１回目の方が多いですけども、

２回、３回とか、４回以上とか訪問していただいている方というのは、リピ

ーターになっていただいているのかなと思うんですけども、こういう方が理

由にしておられるところというのは掴んでおられますかね。 

 

 ４回目以上の来館者の方につきましては、毎回の企画展や特別展の開催を

いたしておりますので、そういった企画展、特別展に毎回見に来られている
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方ということでございます。 

 

 特別展を見に来られている方で、毎回楽しみにしてお越しいただいてると、

私もそのように思うんですけども。今後やはりこうした季節ごとのイベント

も随時充実していただけると思いますが、もう１点、藤ノ木古墳に来て文化

財センターの情報を知りましたよという方も多いんですけども、法隆寺に来

る方との関連というのは特に調査はされていないんですかね。 

 

 特に調査はしておりません。 

 

 できるだけですね、もちろん文化財センター等、目的があって来られる方

が多いんですけども、観光の方っていっても巡回型の観光を町も推奨してお

りますんで、できるだけやはり法隆寺も見て、さらにこっち藤ノ木古墳があ

りますよというのと連携してですね、見ていただけるような形も今後研究し

ていっていただきたいなというふうに思うんですけども。 

 

 ｉセンター等でですね、文化財活用センターの企画や展示について広報活

動を進めておりますが、そういったところでもご来館願えるようにですね、

今後周知のほうを検討してまいりたいというふうに考えています。 

 

 ｉセンターのほうでも充実をしていただきたいと思うんですけども、あん

まりあれですか、法隆寺の門前に「あっちに藤ノ木古墳がありますよ」とい

うような看板立てたらやっぱりまずいんですかね。今ここでお返事いただけ

るかどうかわかりませんけども。 

 

 町としても法隆寺の南大門のところに、観光ボランティアとか、特別展の

時には、そういう展示はしますけども、お寺側としてはやっぱり法隆寺とし

てのあれですから、ちょっと難しい、まあｉセンターとか、あるいは木澤委

員がおっしゃるように、斑鳩の里へ来られて、やっぱり法隆寺とか見られた

方はそういういろんなことを研究されていますから、藤ノ木、あるいは文化

財センターというところへはやっぱり来られると思います。それと、一番統
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計的に見ますと、この藤ノ木の特別展とか、あるいはそういう文化財センタ

ーのほうへふるさと納税の用紙を渡してますから、必ず毎年振り込んでいた

だける方。去年送っていただいて、今年もまたお願いしたら振り込んでいた

だける、そういう方が増えてきているということは、それだけ感心が高いの

ではないかなと、いろいろ奈良県下の明日香村で今また出てますようにね、

いろんなとこございますから。そういう研究をされている、あるいはそうい

う楽しみ方があると思いますし、当然われわれとしてはｉセンターの中で、

できるかぎりですね、藤ノ木古墳とか、あるいは竜田川の関係とかですね、

巡回型、回遊型そういうものをこれからＰＲするのが一番大事やと。それが

一番大事なのはＪＲ法隆寺駅で降りてこられる観光案内所の案内員が、ある

程度聞かれたらそういうことをやっぱり申し上げて、できるだけ藤ノ木のほ

うに回っていただくということが、我々としては一番大事なのではないかな

と。これからまたひとつ職員とか、あるいは観光協会、あるいは観光ボラン

ティアさんにお願いをしてですね、できるだけやっていきたいと思います。 

 

 今、町長のほう答弁いただきましたんで、この文化財センターですね、斑

鳩町の文化の発信点と中心になっていけるような取り組みを充実させていた

だきたいと思いますんで、よろしくお願いします。 

 

 他にございませんか。 宮﨑委員。 

 

 ちょっと１つだけお聞きしたいんですけども、この来館者の方に関して車

で来られている方、または歩いて来られる方、どれぐらいの割合で来られて

いるのかちょっと教えていただきたいと思います。わかりますかね。 

 

 来館者全体につきましては、来館時、窓口におきましてお住まいの方につ

いてはお伺いをしておるんですけども、来館者全体の交通手段については伺

っておりません。なお、今回の特別展でですね、アンケート調査をいたしま

したが、アンケートにお答えいただいた方々の交通手段については資料のほ

うにお示しをしているとおりでございます。 
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 アンケートのほうはわかるんですけども、駐車場の関係とか、そのへんが

ちょっとね、先ほども木澤委員が言われたように、もし車で来られたら藤ノ

木だけ来られるっていうだけでしたら、おりて来られた時に、奈良市なんか

だったら、私一般質問したんですけども、奈良市だったら電光掲示板で上の

ほうにどっちに何があるっていうのが出ていたんですけども。斑鳩町はそれ

ないし、駐車場､文化活用センターだったら数台しか停められないんで、その

へんがちょっと懸念したんで。車で多く来られてなかったら別に問題はない

んですけども。また表示板のほうはまた考えていただけたらいいとは思いま

す。以上です。 

  

 他にございませんか。 嶋田委員。 

 

 中宮寺跡の史跡公園の発掘のほうは来年度で終了すると認識しているんで

すけども、それから史跡公園化に向けて流れていくということで、発掘に関

してはこれで終了だと。斑鳩町では古墳等は５０近くあるとは思うんですけ

ども、これから発掘を予定されておられる、将来に向かってね、そういうふ

うな計画は立てておられるんですか。 

 

 今、具体的にどの古墳を次するということは立てておりません。当面、中

宮寺史跡の整備を中心にして文化財は進めていきたいと思っております。藤

ノ木が終わりましたら中宮寺のほうという状況でございます。 

 

 分かりました。藤ノ木の時には中宮寺のほうも、計画的にはですよ、平行

してやっておられたと。そしたら藤ノ木はこんで終わった、今度、中宮寺や

と。そしたらその次のことを考えていっていただきたいなと、そのように思

っておりますんでね、それで結構です。 

 

 斑鳩町としても、斑鳩町の文化財の第１号が駒塚、調子丸でございますか

らね、駒塚、調子丸の関係もございますけども、文化庁と協議、県と協議を

しますと、まだそういう点については、史跡の関係等についてはなかなか認

めにくいということで、発掘等の関係等についてはなかなか渋ってますから。
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これからやっぱり県、文化庁との関係でですね、発掘というのもかなり金が

かかりますから、結局国があるいはそういうことで史跡と認めていただいた

ら非常に助かりますけども、しかしそれが､当初の藤ノ木古墳でも国の史跡に

なりましたから助かりましたし。また中宮寺も池の買い上げもしていただき

ましたから、すべてこれで。とりあえず今、発掘が今年度、来年の３月で終

了しますと、公園化構想ですから、公園の関係が来年かかるのか、そういう

ことも踏まえてですね、これからそういうことでやって、その間にまた嶋田

委員がおっしゃるように、そういうことで県、文化庁にお願いして、できれ

ば次の関係というのは、駒塚、調子丸というのはやっぱりしていきたいとい

う気持ちは持っておりますけども、あれもいろいろと噂で言われるように、

地面の中に入れたらだいたい分かるという機械があって、そういうものにつ

いてはなかなか駒塚、調子丸は盗掘されているということも言われてますよ

うにね、文化庁がゴーサインがでれば私のほうもできるだけ駒塚、調子丸に

ついては発掘をしていきたいと考えております。 

 

 他にございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

 ちょっと私感じたことですねんけど、このアンケートの集計結果で、この

１番の当施設をどのようにお知りになりましたかの中に、やっぱり法隆寺に

寄せてもらったから、その帰りやというような、そういうような項目、法隆

寺からというような項目も１つあったいいんかなと私自身はちょっと思いま

す。それと、年齢で２２歳までの方の回答が非常に、まあ集団で来られてい

るんかなとは思いますけど、やっぱりお子さんであったり、若い方の意見を

うまくまた吸い上げていただければと、これは要望ですねんけど、ちょっと

そういうことも検討していただければと思います。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 継続審査案件については、報告を受け、一定の審査を行ったということで

終わります。 

次に、２．各課報告事項について、（１）平成２２年度斑鳩町一般会計補正
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予算（第８号）について、理事者の報告を求めます。 

西川企画財政課長。 

 

 それでは、平成２２年度斑鳩町一般会計補正予算（第８号）の内容につき

まして、ご説明させていただきます。 

 それでは、お手元の資料２をご覧いただきたいと思います。 

 この資料は、一般会計補正予算（第８号）の全体の歳入、歳出総括表とな

っておりますことから、この中から本委員会が所管となっております項目の

説明とさせていただきますので、よろしくご理解のほどお願いします。 

今回の補正につきましては、成立しました国の第１次補正に伴いまして、

本定例会の最終日に、追加日程として、補正予算を計上させていただくもの

でございます。よろしくお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億６，２８２万３千円を追加

いたしまして、歳入歳出それぞれ８３億８，１０６万４千円とするものでご

ざいます。その内容につきましては、すべて国の補正予算第１号に伴う所要

の補正となっておりますのでご理解お願いいたします。 

 はじめに、歳入予算の補正についてご説明いたします。 

 まず、第１０款 地方交付税では、平成２２年度の国税５税の収入見込額

及び平成２１年度の国税５税の決算剰余金の増によりまして、平成２２年度

の地方交付税で総額３，０００億円の追加交付が行われることとなりました。

そのうち、普通交付税につきまして交付を受けましたことから、２，７４７

万３千円の増額補正を行うものでございます。 

 次に、第１４款 国庫支出金、教育費国庫補助金では、斑鳩小学校、斑鳩

西小学校、斑鳩中学校の校舎耐震補強工事を行いますことから、安全・安心

な学校づくり交付金交付見込額において、小学校で１，７２７万３千円・中

学校で７０３万８千円、合わせまして２，４３１万１千円の追加補正をお願

いするものでございます。 

 また、総務費国庫補助金では、地域活性化交付金が交付されることとなり

ましたことから、交付見込額であります４，４１９万３千円の追加補正をお

願いするものでございます。なお、地域活性化交付金につきましては、きめ

細かな交付金と住民生活に光をそそぐ交付金の２つに区分されており、交付
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見込額は、きめ細かな交付金で３，０６０万２千円、住民生活に光をそそぐ

交付金で１，３５９万１千円となっております。 

 次に、第２１款 町債では、先ほど国庫補助金で申し上げました学校校舎

耐震補強工事等にかかります財源としまして、学校教育施設等整備事業債を

発行いたしますことから、その見込額としまして６,０１０万円の追加補正を

お願いするものでございます。 

続きまして、歳出予算の補正です。資料の裏面をお願いします。 

 今回の補正におきましては、衛生費の子宮頸がんワクチン接種等の感染症

予防費、また教育費であります学校校舎耐震補強事業以外の事業は、すべて

地域活性化交付金を活用した事業となっております。 

 地域活性化交付金を活用しました事業につきましては、括弧書きで、きめ

細かな交付金または、住民生活に光をそそぐ交付金と資料に記しております

ので、よろしくお願いします。 

 ここで、地域活性化交付金を活用しました事業につかましては、まず、き

め細かな交付金につきまして、防火水槽修繕工事や浸水対策事業などの１３

事業を計上しております。事業費総額としましては５，３４５万４千円とな

りまして、きめ細かな交付金の見込額が３，０６０万２千円、残り一般財源

としまして２，２８５万２千円となっております。 

 次に、住民生活に光をそそぐ交付金につきましては、災害時要援護者台帳

の充実や重度身体障害者移動支援の充実などの９事業を計上しておりまして、

事業費総額は２，０６８万円となります。そのうち、住民生活に光をそそぐ

交付金の見込額が１，３５９万１千円、残り一般財源は７０８万９千円とな

っております。 

これにつきましては、入札等による契約差金分を考慮いたしまして交付金

を１００％活用できるようにということで算定したところでございます。 

 それでは説明させていただきます。はじめに、第８款 消防費の消防施設

費では、神南４丁目の防火水槽を取り囲んでおりますコンクリートの一部に

ひび割れが生じており、これを修理するため、その所要額であります４９万

９千円の追加補正をお願いするものでございます。 

 また、災害対策費では、迅速に雨量情報を把握するため、雨量観測システ

ムを導入をすることで、雨量計とパソコン一式また家屋への浸水に対応する
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ため、水中ポンプ５台を購入いたしますことから、その所要額といたしまし

て３２０万円の追加補正をお願いするものでございます。 

 次に、第９款 教育費では、小学校学校管理費及び中学校学校管理費で、

学校校舎の耐震補強工事等を実施しますことから、その所要額としまして、

あわせまして８，４６５万円の追加補正をお願いするものでございます。 

 今回の工事対象といたしましては、斑鳩小学校の本館西棟・資料館の耐震

補強及び屋上防水改修工事でございまして、工事請負費としましては１，４

００万円を計画しております。また、斑鳩西小学校では北館東棟・北館西棟

の耐震補強工事及び屋上防水改修工事で、工事請負費としましては５，１０

０万円。斑鳩中学校（北館東棟）の耐震補強工事及び屋上防水改修工事で工

事請負費としまして１，９５０万円となっております。 

 また、中学校におきまして、扇風機を各教室に２台づつと特別教室に４台

づつの合計１６２台を整備いたしますことから、その所要額としまして２０

４万２千円の追加補正もお願いしております。 

 次に、図書館管理運営費では、児童用図書、住民生活や職業支援、また子

育て、健康づくりなどの蔵書の充実を行いますことから、５００万円の追加

補正をお願いするものでございます。 

 次に、健民運動場費では、健民運動場の砂ぼこり対策及び運動場全体の改

修を行いますことから１，０００万円の追加補正をお願いするものでござい

ます。また、すこやか斑鳩・スポーツセンター運営費では、緊急地震速報受

信装置の整備を行いますことから、その所要額としまして６９万４千円の追

加補正をお願いするものでございます。 

 最後に、第１２款 予備費では、今回の補正に要する財源としまして５９

９万６千円を充当させていただく補正をお願いするものでございます。 

なお、本補正予算では、諸般の事情によりまして、本年度会計において予

算の支出を見込めない事業がありますことから、繰越明許費といたしまして、

第９款 教育費、第２項 小学校費、小学校校舎耐震補強事業で６，５１０

万円、第３項 中学校費、中学校校舎耐震補強事業で１，９５５万円、第５

項 社会教育費、町立図書館蔵書充実事業で５００万円、第６項 保健体育

費、健民運動場改修事業で１，０００万円をそれぞれ予算計上させていただ

いております。 
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 また、地方債補正では、学校校舎耐震補強工事等にかかる財源としまして、

学校教育施設等整備事業債を発行いたしますことから、その限度額としまし

て６,０１０万円の設定をお願いしております 

 以上で、平成２２度斑鳩町一般会計補正予算（第８号）についての説明と

いたします。本定例会の最終日に追加日程として本補正予算を計上させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

木澤委員。 

 

この間ですね、昨年もそうでしたけども、地域活性化交付金という形でこ

の時期になると国から交付金がきているんですけども、第２次補正とかある

かと思うんですが、この地域活性化交付金について政府のほうはですね、ほ

ぼ通年こういう形で継続的に支給をされるものなのか、それかこの数年間た

またま単年度でこういうものが交付できたのか、こういうものっていうのは

示されているんですか。 

 

この地域活性化交付金につきましては、去年､今年と緊急経済対策でされて

おりますんで、通年化されるわけではございませんので、それはご了解いた

だきたいと思います。 

 

 それとですね、歳出のところで災害対策費のところで雨量観測計の設置と

いうことで、先ほど報告いただいていると思うんですが、今、浸水対策とい

うことも含めて、力を入れて取り組んでいただいているんですけども、今、

この雨量観測についてはどういう体制、県のほうが測っている数値を活用し

てされているのか、今後これを設置することによってどういう効果があるの

かというのも、ちょっとお尋ねをしておきたいと思います。 

 

 この雨量計でございますけども、現在役場の庁舎の敷地の中にですね、１

基、雨量計を設置しております。この雨量計につきましては、平成５年に設

置をしておりまして、その雨量計からのデータは庁舎内の表示板に数値で表
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示されるということで、例えば１時間雨量でございますとか、２４時間雨量

につきましては、そのデータの情報についてはロール紙に記録をしていると

いう形式の雨量計でございます。今回、庁内に立ち上げました浸水対策検討

会議、この中で、役場の閉庁時の雨量の把握ですね、それからまた情報の伝

達、これが初期の浸水対策に有効ではないかということで、この会議の中で

意見がでまして、来年度予算を計上させてもらおうということで検討してお

ったわけですけども、今回、地域活性化交付金が出ましたので、これを活用

して本年度に実施をしたいということで考えております。この雨量観測のシ

ステムでございますが、まずこの雨量計を新しいものに取り替えるという費

用と、それからこの雨量計とパソコンを連動いたしまして、雨量のデータの

蓄積、分析、こういったものが容易になるということになります。当然この

データにつきましても庁内のネットワークを通じて職員がパソコンでその数

値を見ることができるというようなこともできます。また雨量が一定以上に

なりますと、今でしたら当然大雨洪水注意報とか警報が斑鳩町にでるわけで

すけども、それまでの少ない雨量で集中的に降った場合ですね、その場合で

も雨量計の数値が、その情報が、今職員が登録しております自動招集メール

ございますけども、そのメールで雨量の数値を通知することができるという

ことがございますので、実際の雨量で、こういう注意報なり警報が出ていな

くても、実際の雨量で、職員に早期に動員をかけることができるという、そ

ういうメールシステムにも連動できるというシステムでございますので、今

回のシステムを導入することによりまして、浸水の初動態勢ですね、これに

も対応できるのではないかということで、今回これを導入しようということ

でございます。 

 

 他にございませんか。 嶋田委員。 

 

 ちょっと確認しておきたいんですけども、小学校・中学校の校舎の耐震補

強ですか、これは計画年度に沿ってやっておられるとは思うんですけども、

これは前倒しと考えていいわけなんですか。 

 

 今、補正にあげさせていただいている分につきましては、２３年度に行う
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課長 

嶋田委員 

 

 

 

 

分を今、予算化させていただいて、繰越をして２３年度の８月に工事をする

計画でおります。 

 

 分かりました。そしたら、その２３年度の分をやっていくということは、

来年度また２４年度の分もできるということで考えてええんですかね。そこ

らへんどうですねんやろ。 

 

 今回、国から耐震補強、安全・安心な学校づくり交付金の交付金が補正さ

れましたので、財源確保ということでこういうふうにさせていただきました

が、来年またどうなるかわかりませんけども、そういう補正があれば、それ

に乗って財源確保をやっていきたいと思います。 

 

 これは２３年度計画していたもので、今佃田参事が申し上げましたように

予算については前倒しで取らせていただいた、２３年度実施する、２４年度

につきましてはまた２３年度中に計画させていただいて、２４年度の事業と

して組ませていただくということでございます。これは計画的にさせていた

だいておりますので、財源は前年度で組んでおりますけども、工事は実際や

りますのは２３年の夏休みしか工事はできませんので、そうした分には２年

分を一度にするというのは非常に困難でございますので、だいたい１年ずつ

の計画どおり進んでいきたいというふうに考えております。 

 

 分かりました。それとですね、町立図書館蔵書充実事業で５００万あげら

れておられるんですけども、これ当初予算ではいくらあったんですかね。 

 

 平成２２年度、１，４００万円、消耗品として計上いたしております。 

 

 １，４００万と５００万、１，９００万、大きい数字なんですけれども、

図書館の充実ということでは結構かとは思いますけども。 

ひとつお伺いしたいのは、リクエストで蔵書を増やしておられることもあ

ると思うんですけども、町内、町外問わずリクエストを受けておられるとい

うことで、この近隣の図書館で、町外の方のリクエストを聞いておられる図
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書館というのはどれぐらいあるんですか。今すぐにわからんかったら後でも

結構ですから、それだけちょっと教えてください。 

 

 現在ちょっと町外のリクエスト等については、こちらに資料がございませ

んので、調査しましてお伝えをさせていただきます。 

 

 斑鳩町の図書館と違うんですよ、近隣の図書館で、その行政区外の人から

リクエストを受けておられる図書館があれば、それは何ヶ所あるんかという

ことをお聞きしているわけなんです。そこらへんだけお願いします。 

 

 他にございませんか。 飯髙委員。 

 

 １点だけちょっと確認しておきたいんですけども、教育費の中で健民運動

場の充実ということで、砂ぼこり対策というのが、僕も初めて聞くんですけ

ども。これ今回こういう形で予算組まれまして、あとこの運動場というのは、

小・中学校の運動場もございますけども、今後ですね、こういう健民グラウ

ンドという形で対策をして、今後、そういう小・中学校の運動場に対しては、

そういった砂ぼこりというものが発生する可能性があるので、そういう方向

性というのはどう考えているのかお伺いしたいと思います。 

 

 まあ、健民グラウンドの関係等につきましては、整備をしていますものの、

今一番大きな問題になっておりますのは、少年サッカーとかですね、される

時に芝生をやっぱり引いてもらわんと、喘息が起こると。町の健民グラウン

ドの場合は芝生をしますと他の競技ができませんから、部分的な芝生はでき

ましても、だからやっぱり土壌を改良して、喘息をなくなる方法はないのか

ということで、担当に研究してと。去年、少年サッカーのほうがですね、子

どもが喘息で倒れるんですというご意見をいただいて、芝生を植えてほしい

ということでいろいろと検討したんですけれども、健民グラウンド全部に芝

生を敷くということは、また野球の関係もありますんで大変なことですし、

もし土壌改良ができるようだったらということで、きめ細かな交付金が出る

中で、もしそれで担当のほうで研究してできるんだったら、やってほしいと。
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砂ぼこりそのものはおこるということでありますけども、喘息というのは大

変なようでして。小・中学校についてもそういう検討はしながらですね、も

し土壌が悪ければ改良もしていきたいと思いますし、現実には、健民グラウ

ンドについてひとつやっていこうと、土壌を改良したら石ころが出たりしま

すものですから、土を上乗せするのか、あるいはそういうものを検討して、

このきめ細かな交付金の中でやっていこうと、担当課で決めていただいてい

ます。 

 

 よろしいですか、他にございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

 ちょっと私のほうから確認させてほしいんですけども。先ほど嶋田委員が

おっしゃっていた図書館のやつですねんけど、もう１度確認したいんですけ

ども、この５００万は、まあいうたら１，４００万で予算組んで本を入れて

いただいてますわね。そしたらプラス５００万で、来年は１，９００万分で

予算っていいますか、そういうような本で考えていただいていると思ってい

いわけですか。 

 

 これはですね、予算は今申し上げたように２２年度は１，４００万ですか

ら、その中でもいろいろとやっぱり実情を考えたら図書館というのは非常に

斑鳩町の場合も皆さん方、非常にたくさん来てはるという中で、いろんなご

意見を聞く中で、やっぱりそういうことも踏まえる中で、できれば、この２

２年度の中で交付金を活用して５００万と。２３年度は１，４００万になる

のか、１，２００万になるのか、これはまたひとつ担当の図書館からあがっ

てくる予算の中でですね、蔵書をどうするかということについては十分検討

しながらですね、２３年度は１，２００万か１，４００万の範囲内だと思っ

ております。 

 

 もうちょっとお聞きしたいんですけども。中学校の教室の扇風機なんです

が、これは夏前にはちゃんと稼動できるような工事をしていただけるように
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考えていただけてるのか、ちょっとお聞きします。 

 

 これは伴委員さんが申されましたようにね、以前から小学校がやったら次

はというとこで、総務委員会からもあるいは紀委員からも中学校どうするの

かということで、できれば早く工事にかかって夏には十分間に合うように、

もう夏にかかっていたら大変なことですから、やっぱり早くということで担

当の職員はですね、そういうことに配慮して、中学校まで、当然、小学校は

もうやってますから、中学校は放っておくのかということになりますからね、

早く取り組んだほうがいいということで、こういう措置をしたということで

す。 

 

 分かりました。これをもって、質疑を終結いたします。 

 次に、（２）（仮称）地域交流館建設計画について、理事者の報告を求め

ます。 田総務課参事。 

 

 それでは各課報告事項の（２）（仮称）地域交流館建設計画についてご報

告申し上げます。前回の総務常任委員会でご指摘等をいただきました件につ

きまして、本日資料として提出しております。 

 それでは、資料３の１をご覧いただきたいと思います。（仮称）地域交流

館建設計画については、１としては基本的な考え方、２として目的、３とし

て効果、４として建設計画４ヶ所の考え方、５として事業主体及び管理運営、

６として施設規模について説明をさせていただきます。 

 まず初めに基本的な考え方につきましては、（１）地域が主体性を持って

管理運営を行う施設であること。（２）単位自治会ではなく、広域的な自治

会を対象としたコミュニティ施設であること。（３）建設計画については、

小学校区の考え方を基本とし、合計４ケ所を建設するものであること。 

 ２．目的につきましては、今後、ますます進む、少子・高齢化社会に対応

するために、地域での子育て支援、高齢者への支援、健康づくり支援、小・

中学生への支援、防災・防犯対策等が求められます。また、これらの支援を

住民の身近なものとするためには、住民、ボランティア団体、ＮＰＯ等と行

政が一体となり協働の施策を行う必要があります。 
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 （仮称）地域交流館は、地域住民のコミュニティ活動の拠点として整備す

ることによりまして、様々なグループ・団体の自治会という枠を越えた活動

を支援し、住民と行政の協働のまちづくりを推進するものです。 

 ３．効果といたしましては、地域住民の活発なコミュニティ活動は、すこ

やかに生き生き暮らせるまちづくり、安全で安心して暮らせるまちづくりに

欠かせないものであると考えております。各自治会において、集会所等のさ

まざまな形態により、活動に苦慮されている自治会、また財政力不足などの

理由により、自治会単独で集会所を所有できない自治会などがあり、今後、

自治会員の高齢化が進んでいく状況となることから､互いに助け合い、支え合

うコミュニティを再構築することは重要な課題であると考えております。 

 このことから、（仮称）地域交流館は、広域的な自治会を対象としたコミ

ュニティ施設として建設するものであり、この施設を活用し、地域住民が互

いに助け合い、支えあうことによりまして、各自治会・小地域福祉会などの

活動がより一層活発になるとともに､地域の子育て支援の充実にも活用できる

と考えております。加えて、地域住民による多種多様な趣味・サークル等に

よる活発なコミュニティ活動が展開されるものと考えております。このこと

は、万一の災害時における避難施設としての性格も有しております。取り組

み事業例といたしましては、下記に提示しているとおりでございます。 

 ４．建設計画４ヶ所の考え方については、参考資料１をご覧いただきたい

と思います。参考資料１の水色で囲っている４箇所についてご説明申し上げ

ます。龍田地区２ヶ所につきましては、自治会集会所はあるものの高台にあ

るため、高齢者にとっては苦慮されている状況のある紅葉ケ丘地区、三室地

区、笠町地区付近の自治会に1ヶ所。もう１ヶ所は、単独自治会では集会所の

確保が困難な小規模の自治会が多数ある龍田４丁目付近であります。 

 法隆寺地区につきましては、小規模・大規模自治会が混在しており、住宅

開発が進み、自治会の肥大化により施設等の確保が困難な自治会がある区域

であります。 

 興留地区につきましては、住宅の密集地で単独自治会では、集会所の確保

が困難な小規模の自治会が多数ある地区であります。 

 このようなことから、建設計画しております４ヶ所につきましては、地域

住民のコミュニティ活動や町の子育て・高齢者対策事業を一定の地域で実施
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できる施設であると考えております。 

５．事業主体及び管理運営につきましては、（仮称）地域交流館建設の事

業主体は町でありますが、まず地元で用地を探していただくことを要件とし

ております。その後､町が適正な価格で用地を購入し、建物についても町が建

築し、斑鳩町の財産とするものでございます。 

 管理運営につきましては、地域が主体性的に行っていただく施設であり、

龍田の消防コミュニティセンターの管理運営と同様、周辺の自治会が協議の

上で定められた自治会が管理主体となって自主運営される施設であります。 

 ６．施設規模につきましては、（仮称）地域交流館建設計画は、単位自治

会ではなく、広域的な自治会を対象としたコミュニティ施設でありますこと

から、現在、周辺自治会により管理運営をされております消防コミュニティ

センターの規模が一定の目安と考えております。 

 以上が（仮称）地域交流館建設計画についての基本的な考え方・目的・効

果、建設計画４ヶ所の考え方、事業主体及び管理運営・施設規模についての

説明とさせていただきます。 

 つづきまして、資料３の２をご覧いただきたいと思います。 

 平成２１年度のコミュニティ施設等の利用状況につきましては、利用状況

のアンケート調査を実施いたしまして、自治会連合会加入の１１６自治会か

ら対象に実施したしまして、回収自治会は１０３自治会となっております。

回収率につきましては、８８．８％となっております。 

 このことから、自治会が小規模等で管理されている集会所等のある自治会

につきましては、５８自治会でございます。その５８自治会の集会所のある

世帯は、単純に計算いたしますと約５，２００世帯で、１自治会あたり１０

世帯となっております。また、集会所等がない自治会、連合会１１６ですの

で、その半分５８の自治会がありまして、その世帯は２，６００世帯、１自

治会あたり４５世帯となっております。連合会未加入団体、また連合会及び

単体等に未加入世帯の合計をいたしますと約２，６００、約半分の世帯が自

治会の集会所を確保していない世帯となっております。 

 それでは、自治会集会所等の年間利用回数について申し上げます。集会所

等の施設につきましては４７施設でございまして、未回答の施設は４施設と

なっております。４３施設の年間利用回数は２,４３０回となっており、また
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合計欄にかっこ書きをしておりますのは、そのうち他の自治会が利用されて

いる利用回数はとなっており６８回となっております 

 自治会の集会所等の年間平均利用回数は約６０回となっており、自治会に

よっては、団塊世代の退職等により、自治会活動をはじめ会員の趣味・サー

クル活動が盛んに行われ、年間利用回数が１００回を超える施設は６施設と

なっております。このことから、今後、少子・高齢化が進むことによりまし

て、さらにさまざまなコミュニティ活動がなされるものと考えております。 

 次に、集会所を持たない自治会の主な活動場所については、これにつきま

しては、公共施設、他の施設を利用されております自治会は、複数回答とな

っておりますが、延べ５６自治会ございます。また未回答につきましては、

９自治会であります。集会所の持たない自治会が、会合等に公共施設（各公

民館、消防コミュニティセンター、生き生きプラザ斑鳩、いかるがホール、

観光会館）を３８自治会が利用され、公共施設以外ですね、会長・役員の自

宅とか、レストラン・喫茶店、その他、神社等を利用され、会合等に利用さ

れている自治会は１８自治会であります。 

このように、集会所の持たない自治会は、会合等の場所に大変苦慮されて

いる状況でると考えております。 

 続きまして､公共施設における自治会等の年間利用回数についてご説明申し

上げます。自治会等、これは自治会、子ども会、福祉会等が、各公共施設の

年間利用回数は、合計７２７回の利用回数となっております。 

 中央公民館につきましては、周辺自治会の総会等の時期に集中して利用さ

れ、利用回数は２１回となっております。東公民館につきましては、周辺自

治会で集会所のない自治会、また、自治会集会所では自治会員が一堂に会す

ることができない自治会等が年間を通して利用されまして、利用回数は６９

回となっております。西公民館につきましては、三室地区、橋西地区等の自

治会が多く利用され、利用回数は５５回となっております。 

 消防コミュニティセンターの利用回数につきましては４６１回利用され、

その内訳といたしましては、自治会・子ども会等で５５回、また地域及び地

域を越えての趣味の会、サークル活動等で４０６回の利用となっております。 

このように地域住民のコミュニティ活動にたいへん、大いに寄与している

ものと考えております。 
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 生き生きプラザ斑鳩、いかるがホールにつきましては、周辺自治会が役員

会及び総会等に利用され、利用回数は２２回となっております。 

 観光会館につきましては、周辺自治会が年間を通じて利用され、利用回数

は９９回となっております。 

 このことから、（仮称）地域交流館建設計画に類似しております、消防コミ

ュニティセンターは周辺自治会により管理運営されておりますことから、地

域住民の方々に大変使いやすいのではないかと考えております。 

 以上で、資料３の２のコミュニティ施設利用状況の説明とさせていただき

ますが、参考資料１については、前回も資料として提出しております（仮称）

地域交流館建設計画であり、参考資料２につきましては、各公民館、いかる

がホール、生き生きプラザ斑鳩の各施設の利用状況として提出しております。

説明については、省略させていただきます。 

以上で、（仮称）地域交流館建設計画についてのご報告とさせていただきき

ます。以上でございます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

木澤委員。 

 

 この計画について、こうして書面で目的も示していただき、その趣旨につ

いては理解します。で、今後必要になってくる施設であると思いますので、

私は計画的に進めていくべきかなというふうに考えていますが、やはりそう

して進めていくまでに、きちんとして調査も必要ですし、これ読ませていた

だいても、わからないところがありましたので、いくつかお尋ねをしたいん

ですけれども。まず、用地は地元で探していただくというところですね、こ

れは当然、町のほうで決めるよりも、地元の調整という意味では必要かなと

思いますけれども、これ自治体にポンと投げてしまう形になるんですかね、

そこのところ、ちょっとわからないんですけれども。 

 

 今、おっしゃっていただいておられますように、単一自治会ということで

なくて、まず、その周辺の自治会の方々が、集会所がこの地域に欲しいとい

う希望が先になると思います。で、その中で、地域交流館に適した用地をそ
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の関係自治会の方々でお探しをいただいて、一定のその土地所有者の協力す

るという了解をいただいた上で、町にそういうお話をもってきていただきた

いなというふうな考え方でございます。ただし、用地を買うのは町でござい

ますし、建築するのも町でございますので、その用地の買収等につきまして

は、町のほうで時の鑑定等をとらしていただきながら適切な価格で買収して

いくといったことでございます。 

 

 そういうことですと、４ヶ所ということで、その周辺の自治会に相談する

という形になりますけれども、その対象になる自治会ていうのを、どういう

範囲で定めるのかなというのがちょっと疑問なんですけれども。 

 

 漠然とした形でお捉えになっておられると思うんですけれども。この４つ

の青い丸で囲んでおります区域、この円の中に入ってなかったらだめだとい

う意味では決してございません。で、この周辺で、そういった要望があれば

ということで、と申しますのは、この周辺には、先ほど参事のほうから説明

がありましたように、いろんな事情でですね、そういった施設を持つことが

難しい状況である中で、そうした周辺の自治会、例えば４つであったり、極

端に言えば小さい自治会でしたら１０個以上の自治会が集まるかもわかりま

せん、そうした自治会が寄っていただいて、先ほど申し上げました手順を踏

んで、要望していただければなというふうに考えております。だから、３つ

の自治会じゃだめだとか、一定の何平米、１ヘクタール以上の土地を含んで

なかったらだめだとか、そういったことは考えておりませんで、そういう要

望に応じて、内容を精査しながら、議会に相談しながら、そういったことで

実施してまいりたいというふうに考えております。 

 

 そうしますと、やはり一応４つ、拠点として考えてますということを前提

において、その地域に話を持っていくということになるんですけれども。ち

ょっと前回、最初にマップを見せていただいて、龍田４丁目付近でなかなか

取得が難しいということであげていますけれども、この丸の中に実際２つ、

集会所がある形になっているんですよね。これはなんで、こういう範囲で、

もうちょっと４丁目というと、集会所のないエリアが中心になるのかなと思
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ったんですけれども。ここはどういう事情になるんですかね。 

 

 これ、先ほども言いましたけれども、この丸の範囲にあまりこだわってい

ただく必要はないと思います。もうちょっと広い範囲で想定しております。

この中に、たまたま２つ入っておりますけれども、これにつきましては、お

寺でありますとか神社の施設をお借りになって、集会施設とされているとこ

ろでございますという事情もあるということで、この丸の中に入っていると

いうことでご理解いただきたいと思います。 

 

 それと、先ほど、参事のほうから、いろいろ数字について報告いただきま

したけれども、このなかで、集会所をもっていない自治会が５８あるという

ことですね。こういうところについては、集会所を持とうとしているのか、

持ちたくても費用面で持てないとか、いろいろ理由はあるのかなと思います

が、ここについての調査というのは、どのような状況なんでしょうか。 

 

 先ほど言いましたように、自治会のある、５８自治会、集会所、合同で連

合組織等で持っておられる。この集会所につきましては、さまざまで、小規

模から２００平米くらいの、いろんなございますので、一概に一同が会員が

集会所で一同に会せないというような状況のところが多数ございます。先ほ

ど、木澤委員のほうから、龍田４丁目付近につきましても、部長のほうから

答弁がありましたように、自治会数はここは１０世帯から、小さい自治会が

多数あるということだけご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 それと、集会所を持っていて、築３０年、４０年と経って、今後、建て替

えとか、大きな修復が必要になってくるよというような事情を抱えていると

ころというは調査されていますか。 

 

 そこまで詳しくは調査しておりませんけれども、やはり、小さい小規模の

自治会は、場所的にもない、建て替えたら、建築確認もおりないような状況

のところもございますので、そこまでは詳しくはしておりませんけれども、

集会所に関して各自治会が苦慮されているということでございます。 
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 一定、やはり、今まではそうして集会所を持っていたけれども、今後もう

維持できなくなってしまうとか、建て替えが必要だけれども、費用面でそれ

ができないとかいう事情があるようでしたら、それも加味したうえで、検討

していく必要があるのかなと。その議論をしていかなければいけないかなと

いうのが、ひとつ私は思っているんですけれども。それと、イメージ的には、

消防コミュニティセンターの規模が一定目安ということで、あんな形のもの

を想像しているんですけれども。ちょっと最初の話に戻るかもしれませんけ

れども、複数の、ひとつの単位自治会だけではなしに、複数の自治会に利用

していただくということで、その周辺自治会に管理をお願いするということ

なんですけれども、実際に、消防コミュニティセンターというのは、どんな

形で管理をしただいているんですか。 

 

 消防コミュニティセンターは、追手といういろんな自治会がございます。

そのなかで追手東自治会で鍵の借り出しとか、管理していただいています。

それは、周辺の自治会が協議されて、追手東の自治会になったということで

ございます。 

 

 そうすると、今、現状では、ひとつの自治会で、周辺と協議しながら、そ

こが管理していただいているということですね。あそこのコミュニティセン

ターは当然、町民全体の方が使えますけれども、管理しているところが優先

して使えるとか、そんなことにはなっているんですか。 

 

 決してそういう状況ではございませんで、当然、あれは、確か、申込は、

利用する前月の初日から受付をされている施設でございますので、そういう

形で申し込まれたら、自治会が先にとっているということではなくて、もし

自治会が使用になる、その申込の期限に申し込まれて、そのあとで来られた

ら、詰まってたら残念でしたということで、通常、優先とかいうことではご

ざいません。 

 

 ちょっと心配したのは、なんで、うちとこで管理せなあかんねんという不
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満が出ないかなというのは、ちょっと心配したんですけれども。実際、そう

いう形で管理していただいているようでしたら、今後、周辺住民の皆さんで

話し合って管理していただけると、体制はつくっていけるのかなというふう

には理解はしておきたいと思うんですけれども。それと、今後、具体的に建

設していくとなると、周辺の自治会さん集まって、用地を選定してもらうこ

とになるんで、そこで、どんな建物にするんやということも、自治会のみな

さんの声を聞いて、具体化をしていくという形になるんですか。 

 

 基本的には、町がどういった施設という形で、案をお示ししていくという

なかで、当然、管理をしていただくのが、その周辺の自治会になりますので、

管理しやすい形でありますとか、その周辺の自治会の一定の要望は聞く必要

があるというふうに考えております。 

 

 それと、４つ、これ示していただいていますけれども、財政的な部分です

ね、一般会計から全部だそうと思っておられないと思うんですけれども。国

の社会資本整備総合交付金のような形で、基盤整備に対して、一定、国のほ

うからも交付金が出るような考え方なんかも示されていますけれども、そう

いうところの活用については、財源的にどう考えてはるんですか。 

 

 私ども、これを建設するにつきまして、いろんなそういった補助金であり

ますとか、交付金とか、国、県を含めまして、今、調査をしております。で、

以前に、県のほうに、そういった補助金、上限定められておりますけれども、

あったんですけれども、今現在ないということで、今後も調査を進めてまい

りますけれども、どちらにいたしましても、土地の購入費については難しい

のかなと。もし出るとしても、建築に際しての補助金、交付金について、今

後研究を進めてまいりたいとは考えております。 

 

 そのときどきによって、確保できる用地なんかもありますので、一定にそ

の細かい金額までは出ないでしょうけれども、一定、４つ建てるということ

で、将来的な財政推計の見通しなんかも必要かなと思うんですけれども、そ

の点についてはどう考えてるんでしょうか。 
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 当然、先月の委員会で発表させていただいておりますので、前の決算のと

きにはこれは入っておりませんでした、当然。で、次の予算の時に、参考資

料のとこに財政推計を入れさせていただきますけれども、そこの中には、こ

の件もオンして推計させていただきたいと思っております。これも、以前か

らも言っておられるように、駅前周辺整備がございます。あれにつきまして

も、今日まで約３０億円出しておりますけれども、今後、１０年後はどうな

るのかということも踏まえまして、それも幾分オンして、出していきたいと

思っております。だから大きな事業としては、これと学校耐震事業がありま

すわね、平成２６年まで出しております、約３０億。それと、中宮寺の整備、

これらを含めた形で財政推計を出していくという形でお示しをしたいと考え

ております。 

 

 それとですね、コミュニティとしての考え方なんですけれども、一定、前

回も聞きましたけれども、それももう確保できる用地の面積によりますけれ

ども、一定、建物、ハコモノだけじゃなしに、公園的な考え方というのも、

私は必要じゃないかなというふうに思っています。特に、取り組み事例のな

かで、地域での親子出会いのまちづくり事業とか、子育てサロンとかいうこ

とで書いていただいていますので、特に斑鳩町も公園はいくつかありますけ

れども、よくお聞きをするのが、乳幼児を公園に連れて行って遊ばそうと思

うと、こけても大丈夫なような芝生のある公園がやっぱり少ないという声も

聞きますので、こういうコミュニティの場としてつくるんだったら、私は、

用地の確保の問題はありますけれども、そういったスペースも検討して、い

ろいろ交流できるような形も検討していただきたいなという、これは要望で

すけれども、持っています。それとですね、前回の委員会でも、他の委員さ

んから出されていたんですけれども、既にこれまで建てている集会所をもっ

て建ててきたと、自分ところで、補助金の１,５００万円上限に。そういう自

治会との兼ね合いというんですかね、そういうところも、自分らは今までお

金出して建ててきたという思いは持ってはるでしょうけれども。そういうと

ころの関係については、町はどういうふうに感じてはるのかなというふうに

思うんですけれども。 
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 これは、要綱に照らし合わせて、町としてもそういう１,５００万という上

限まで上げてきたわけですから。錦ケ丘にしたかて、土地がちょうどそこに

空き地があって、この時にしとかんと、やっぱり今後できないということで、

その時に作られた。そしてまた浄化槽が入って、下水道が入って、浄化槽も

設置された、そういう、やっぱりひとつのめぐり合わせがあると私は思うん

です。土地にしても、その土地がどういう形で購入できるかというのは難し

い問題で、以前に、昭和団地の問題でも、やっぱり向こうから言うてこられ

て、坪４０万円ほどと言う話で、近鉄不動産という話で、それは無理ですよ

と。それをある程度決められて、その場所を鑑定価格にもとづいて２０何万

円という精査をして、ご理解いただいて、先方との契約ができたと。そうい

うことも踏まえていかなかったら、なかなかできませんし。そういう場所と

か、そういうものは、地元の方々が一番よく知っておられますし、そういう

点について考えていくのは一番大事ですし、それは、いろんなケースがある

と思います。町内は町内で、やっぱり月掛けをして、建てた以上は維持管理

がありますから。必ずそういう点では、１０年たったら、やっぱり何らかの

形でリニューアルせんなあかんところがありますからね、そういう点では、

自治会の人はご苦労いただいている。ただ一番問題は、新しくできた、まあ

昭和４０年、５０年ぐらいから建ってきた、その地域の方々は住むけれども、

出て行ったらどうしてくれるんだと。月掛けをどうするとか、いろんなこと

が議論があると思うんです。やっぱりそういう難しさはあるけれども、みな

さん方は、やっぱり町としての地域地域を守っていく中で、そういう時期が

来たら、自分のところも公民館をつくっていこうと、そういう自治会のリー

ダーシップというか、そういう人がなかったら私はできないと思いますし、

ただ話し合いだけするとしたかって、なかなかそういうことは定まらんと思

いますので。私は、やっぱりそういう点については、錦ケ丘の方々とか、そ

ういう点については、やっぱり、自分らとしては、今はいい公民館ができた

なと、またそういうことで町としても協力いただいたなということで喜んで

おられると思っています。 

 

 最初にお聞きしましたように、今、自治会が建設して、もっているところ、
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で、改修が必要なところとかいうのが今後出てきますんで、この町民全体に

対しての地域交流館というのは、これはこれでやっぱり進めていくべきかな

と思うんですけれども。やっぱり自分のところにも欲しいわという思いは出

てくると思いますので、今持っておられる集会所もきちんと維持していける

ような形も、今後も取っていく必要があるかなと思うんです。そうしたとこ

ろで言うと、今、集会所建設・改築等について、補助金をいくら上限出すと

いうことも決まっていますけれども、そのへんの議論も、これの、地域交流

館建設の議論に併せてしていくべきではないかというふうにも考えています。

ですんで、今後、必要に応じて、総務委員会も開いていただくなかで、そう

したことも議論を深めていって、この計画について考えていきたいなという

ふうに、私は考えています。 

 

よろしいですか。他にございませんか。 飯髙委員。 

 

 今、地域交流館建設計画ということで聞かせていただきまして、基本的な

考え方、また目的、効果ということで、このとおりやと私は思います。特に

目的といたしまして、やはり今般の少子高齢化とか、防災とか書いてありま

すように、多目的の施設としては、今求められているとは思います。このな

かで、ちょっと心配されるのが、やはり管理運営のあり方ということで、先

ほども理事者のほう言われましたけれども、まず地元の住民との協議を図っ

ていく、そのなかで、やはり町の関わりをどうしていくか。やはり、ひとつ

の施設を建てますと、どうしても、その隣接した地域だけが優先するという

のは、まあ地理的にそういう形になるのかなと思ったりもして。だけれども、

広域的な施設ですから、そのへんを、どう町は指導していくのかというより

も、見ていくのかと。実際に、やはり、この目的に沿った内容で、住民が使

用されていくのか、これは、将来的な見方においてしかわからないことなん

ですけれども、やはり、その各４ヶ所の地域が選定されています。４ヶ所の

計画で、ＡＢＣＤの、各地域によっては、協議の中で、あれをしたい、これ

をしたいとかいう、その思いがあると思います。前にも出ていましたように、

ここで葬儀をしたいとか、やはり強く要望があれば、それは、その住民の管

理運営するとかいう立場において、強く要望したい地域もあったり、そうで
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なかったり、その格差とかいろいろあるんですけれども、そのへんを町はど

のように指導していくかというのは、今後の課題なんですけれども、私とし

ては、心配されているのが、そういったものが、せっかくいい施設を作りな

がら、なんか不満に思われたり、いい思いもされているけれども、やっぱり

地域住民にとっては、やっぱり満足度のある施設というのが、将来において

大事ですから。やはり目的に沿ったやつをする上において、町と地域との運

営の関わりをどう付けていくのかということは心配されます。今後の計画で

の、そういったことが協議の上されていくと思うんですけれども、そのへん

のことについて、答えられればお聞きしたいと思います。 

 

 なるほど、ご心配されるようにですね、いろんな使い方が想定はされると

思います。それも、これも、地域の方々がいろいろな要望があるなかで、地

域の方々で運営していただくところが大きいわけでございますから、その地

域の方々が納得をして了承されるなかで、例えば、施設の維持に大きな影響

を与えるでありますとか、周辺に危険な状態を生むというものでない限り、

地域の周辺の方々も含めた理解があれば、やはり、そういったいろんな使用

の方法について、町はだめだというのは、逆に言えば難しいのではないかと

いうふうに考えております。先ほども言いましたように、あくまでも、その

周辺の施設自身の影響、周辺の住民の方々への環境への影響等々を勘案して、

そういう方々の了解を得られる中で、どんな活動ができるかということにつ

いては、行政も入って、話し合いの中で解決を図っていきたいなとは考えて

おります。ちょっと意味が伝わったかどうかわかりませんけれども。 

 

 ちょっと老婆心ながら、いろいろと考えていきますと、そういったものも

考えられますのでね、せっかくこれから計画されて、住民に開かれた施設に

対して、こと細かというか、また住民の要望というのは多種多様であります

のでね。また４つという複数のことになりますと、比較もされていきますの

でね。そら地域の住民の意向でできた、また約束された運営ということにな

るんやけれども、住民の方はそう考えられない場合もありますんでね。それ

はそれでまたちょっと難しい面もあるんですけれども、そうしていただきた

いと要望しておきます。これにつきましては、今後、大いに期待をしており
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ます。以上でございます。 

 

 他にございませんか。 宮﨑委員。 

 

 聞きたいこと、だいたい、前のおふたりの委員に聞いていただいて、だい

たいわかるんですけれども、ちょっと２点だけおしえてほしいんですけれど

も。一番初めの、今、ここの資料には残ってないんですけれども、一番初め

に説明していただいたときに、建物の構造がＲＣやということで聞いたんで

すけれども。コミュニティセンターはＳ造でだいたいできてますやんか。あ

ともうひとつ、それは建設費が高くなるかなと思って、まあ私の聞き違えだ

ったら、またすみませんねんけれども。 

あともうひとつは、今、各委員言われていましたけれども、この４ヶ所優

先順位は決まっているのかどうか、私にはちょっとわからないですけれども。

優先順位がどこからまずやるかというのがひとつで、これもし、優先順位が

決まっていて、そこの土地が確保できへんねやったら、優先順位が替わるの

か。また、今、前の木澤委員も言われていましたけれども、私のとこやった

ら、興留なんですけれども、興留の集会所にしても、阿波の集会所にしても、

もうプレハブで水漏れしているような、興留にしたら神社でもう基礎にも亀

裂が入っておって、かなり傾いていますねんけれども、こういうところから

要望があったら増やすのかどうか。もし、そこが、こういうとこに、土地確

保しましたよというて、よそ作ってんねやったら、うちも作ってくれへんか

ということの要望があったら、この４ヶ所に関わらず増やしていくのかどう

か。ちょっとそのへんだけ、お聞かせ願えますか。 

 

 まず１点目のＲＣということですねんけれども、ちょっと、私、そういう

答弁をしたと記憶がございませんで、構造等については、今後の設計の中で

行ってまいりたいと思ってます。４ヶ所の優先順位のご質問でございます。

前回、以前にも申し上げておりますように、現在のところ、この地域のなか

で要望の出ている箇所がございます。法隆寺地域から要望が出ております。

そのあとについては、優先順位については特に定めておりません。おりませ

んけれども、例えば、この範囲以外に要望があったときどうするのかという
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ご質問でございますけれども、今現在の形では、この範囲、もうちょっと丸

い円を大きく考えていただきたいんですけれども、そういう範囲も含めて、

例えば、興留地区でするといったことがあれば、検討する必要はあるのかと

思いますけれども、今現在のところは、この４ヶ所で考えておりますので、

ご理解賜りたいと思います。 

 

 すいません。もうひとつだけおしえていただけますか。先ほど言われてお

りますように、その、だいたいこの地域でやると言われていたんですけれど

も、言うておられたように、自治会の軒数、いろいろ細かいの集まったり、

大きいの集まったりして、今言うておられたように、この法隆寺地区ですか、

だいたい五丁の辺だと思うんですけれども、ここは自治会が８００軒以上あ

りますよね。そうしたら、これ４ヶ所ですけれども、各、大きさはかわって

くるんですか。一応、追手のコミュニティセンターの大きさと言われていた

んですけれども、ここはかなり大きい自治会だと思うんですけれども、これ

に対しては、大きさを変えていかれるんですかね。このあたりをちょっと。 

 

 先ほど、参事からの説明にもありましたように、規模的には今のコミュニ

ティセンターぐらいの規模を考えております。周辺の自治会、または世帯数

が増えたらどうするんだということがあるんかもわかりません、基本的には

同じような規模の建物を４ヶ所、今、考えております。 

 

 ここらへんに集会所ない、五丁のあの小さいとこでしたら、そんだけ人数

入れないと。総会したいねけどという、もし要望があったらね、全体の総会

の人数なんて到底入らないと思うんですけれども。そのへんは、同じ大きさ

でいいのかどうか、ちょっと私かて疑問に思うんですけれども。 

 

 今回、計画いたしておりますのは、あくまでも地域交流館でございます。

そこで、すべての総会をするのにはどうしたらいいのか。そのご要望にお応

えるとしたら、例えば、地域の方々が、例えば、いかるがホールの研修室を

使うかということを考えていただかないと解決しない問題でありますので、

それと地域交流館の趣旨とはまた違ってまいりますので、ご理解をいただき
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たいと思います。 

 

 よろしいか。他にございませんか。 嶋田委員。 

 

 今までの各委員さんの質問・答弁をお聞きしておりますと、なんか町が積

極的に関わっていくような感じ、町がここに建てたらどうですかと、そうい

うふうな感じでぼく、聞いていたんですけれど、実際、そのとおりなんです

か。以前からお聞きしているのは、その地域、ある地域で要望があれば、町

はこういう計画があるから、つくっていきましょかという話で理解している

んですけれども。なんか、今聞いていると、町が積極的にここへ建てたらと

いう感じに聞きましたんですけどね。そこらへんはどうなんです。そこらへ

んは、ちょっとはっきりしておいてください。 

 

 そういう聞こえ方をしたんなら、誤解が生じていると思いますけれども、

あくまでも、委員おっしゃいますように、この４ヶ所について、この周辺で

要望があれば、町が先ほども言いましたけれども、土地の確保ができる見込

みが立つなかで、町が、そういった計画、この地域について考えていきまし

ょうということでございます。 

 

 そうしたら、あくまでも要望が出て、はじめてこういうふうな町の事業を

計画しているから、ほんだら、ちょっと考えてみましょうかという話で理解

していいわけですね。それとですね、この先ほどの委員さんもおっしゃいま

したんですけれども、４ヶ所というふうな数値で縛られておられるんですけ

れども、これ、先ほどおっしゃったように、一応、大まかな範囲で、この地

区、ここらへん、ここらへんと言ってはるけれども、それ以外のところから

出てきたら、そして、この条件に合うようなことであれば、建築することは

可能なんですか。もう４ヶ所すでに建てたとしてですよ。 

 

 今、おっしゃっているのは、この今、お示ししている４ヶ所について、全

部交流館が建ったあとのことをおっしゃっているんですか。 
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 はい。 

 

 この後につきましては、この第４次総合計画、この前お認めいただきまし

たけれども、その期間内で４ヶ所ができたらなというふうに考えております

が、その後については、そういった今申し上げている条件等々があるなかで、

それがクリア、クリアという言い方ちょっと語弊あるかもわかりませんけれ

ども、それに合致した点が出てくる地域がありましたら、それは検討に値す

る区域であろうというふうには考えております。 

 

 そうしたら、今は第４次の関係で、基本的に斑鳩町を見渡してここらへん

やろうということでの４ヶ所という理解でいいわけなんですね。 

それと、基本的な考え方のとこでね、「地域が主体性を持って管理運営を

行う施設であること」の、この「地域」という概念は、これどう捉えたらい

いんですか。というのが、自治会を形成しておられない、その範囲の中には、

とこもありますね。そこらへんは、どう捉えたらいいんですかね。自治会を

作っておられない、または自治会に入っておられない方がおられる地域も割

とあると思うんですけれどもね。そこらへんはどう捉えたらいいんですかね、

その「地域」っていうのは。 

 

 この「地域の主体性」というのは、先ほど参事も申し上げたように、その

地域の自治会、何個か当然、複数ございますので、その複数の自治会のなか

で、例えば当番をお決めになるとか、それはもうお任せしますけれども、そ

うした自治会の方々が、そういう管理運営の主体を持っていただくというこ

とでありまして、お使いになる方については、自治会に入っていようが、入

ってなかろうが、お使いになることについては制限はございません。 

 

 そうしたら、管理運営はあくまでも自治会、ひとつの自治会とは限らず、

その地域のなかの自治会という解釈ですね。 

 

 はい。自治会でお選びいただいた方なり、グループなりが管理運営にあた

っていただくということでございます。 
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 そして、この２番目の「広域的な自治会を対象とした」と、この「広域的

な自治会」というのは。例えば、要望を上げてこられた自治会なんか、それ

とも、あげてこられてんけれどもその周辺を含む自治会なのか、これはどう

いう形で捉まえたらいいんですか。 

 

 この４つの今示しております区域の中で、複数の自治会があります。で、

この「広域的な」という言葉をつかっておりますのは、単一自治会ではない

ということを強調をしたいがためのことでありまして、「複数」の自治会と

いうふうに考えていただければと思います。 

 

 それと「小学校区の考え方を基本とし」、これなんで小学校区なん。もう

以前のは何箇所かもあって、そらもう小学校で分けんな仕方ないという感じ

なんですけれどもね。これなんで小学校区の考え方を基本とせなあかんので

すか。と言うのが、斑鳩町はその今言うたように、小さい自治会ばっかし集

まっているとことか、それを今チョイスされて、４ヶ所いうふうにされたわ

けでしょ。なんで小学校区と、ここ考えんなあかんのですか。 

 

 特にこだわる必要はないというご意見もあろうかもわかりませんけれども、

一応やはり、小学校区３つ分かれている中で、それに１か所ずつくらい、東

のほうは２カ所になってございますけれども、そういうふうな配分をするほ

うが、より理解を得られやすいという点もございます。たまたま、結果とし

てはこういう形になってございますけれども、前回の地域交流館計画の考え

方も踏襲しながらですね、きている計画でございますので、そういった形で

お示しをしたということでございます。 

 

 というのはね、小学校３つありますわな、小学校区が。ほんだら、ある１

校区に、今は４か所やけれども、ひょっとしたらパンと上がってきて、５ヶ

所になって、ひとつの校区に３ヶ所あるとか、そういうふうなことがあるか

らちょっと具合悪いとか、そういうふうな話になってくるさかいね。とにか

く、斑鳩町の中で見て、４ヶ所ぐらいが今考えられることやという考えのほ
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うが、ぼくはすっきりすると思うんですけどね。 

それと、先ほどの答弁の中で、一定の要望があれば、それはやはり考えて

いかんなあかんやろうという答弁をされておられまして、今、現在、上がっ

ているのが法隆寺地区ということですわね。そうしたら、法隆寺地区という

のは、例えばですよ、コミセンみたいな集会所形式のものがありますけれど

も、特に法隆寺地区というのはね、神輿を収納する場所がちょっとない部分

がだいぶありますのでね、そこらへんもいっしょに建ててくれとか。これ、

地域性の要望ですわな。そういうふうな場合は、どうするんですか。 

 

 そういった宗教的行事ということになりましたら、やはり、政教分離の考

え方もあるなかで難しいのかなと考えています。 

 

 政教分離、そうしたらね、うちの自治会はこんだけ荷物があるんやと。そ

やけどこれ自治会館に置いておくのは目いっぱいやねんと、使うのに不便す

るさかいに、例えば、これを置かさしてくれとか、そういうふうな要望等は

考えないわけですか。 

 

 この地域交流館というのは、その自治会の集会所ではないというふうに考

えていただければよく分かると思うんですけれども。そういう考え方をする

と、各自治会の例えば用具等については別途確保していただく必要があると

いうふうに考えております。 

 

 それとですね、先ほども委員から言われた、例えば、葬儀をやりたいとか、

そういうふうな、集会所でですよ、そういうふうな考えがあるから、こうい

う建物を建ててほしいと、こういうことができるような建物を建ててほしい

とか、そういう要望はどうなるわけなんですか。 

 

 ちょっとなかなかイメージできにくいんですけれども、例えば、そういう

ホール的な場所があって、それを、例えばですよ、ホール的な建物を建てる

として、ホール的な建物を建てるとして、その中を分割できる、アコーディ

オンカーテンかなんかで分割できて、その中で、普段はいろんな活動をされ
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ていると。そうした大規模なときは、とっぱらって、ホール的な使用もでき

るといったことをちょっと想定していただければ、例えば、実際にあるのか

どうかはあれですけれども、そういった使用ができるような会場にはなるの

かなとは思いますけれども。それ用に、例えば、祭壇用の何かをつくれとい

うことにはちょっとなりにくいのかなとは考えています。 

 

 わかりました。そうしたらね、今言ったような１問１答の質問・答弁は多々

あると思いますのでね、管理規約というのかな、そういうふうなのをまずこ

しらえていくべきではないのかなと。管理規約というのかな、基本的なライ

ンはもうちゃんと決めておくべき、文書でもってね。そうしたら分かりやす

いと思いますねんけれどもね。 

 

 おっしゃるとおりでございまして、例えば、地域地域、先ほど飯髙委員の

ご意見にもございましたように、地域地域でいろんな形の使用形態が出てく

るのかなということが想定されるなかで、やはりその地域に見合った形の管

理規約というものが必要になってくるとは思いますが、「これは譲れません

よ」と、今いろいろご質問いただくなかで、「この線は譲れませんよ」とい

うこと、町としてこれはダメですよと、最低限のことは当然出てくると思い

ます。今、考えておりますのは、消防コミュニティセンターの現在の使用形

態ございます、利用規約もございますので、それを参考にしながら、作って

まいりたいというふうに考えております。 

 

 作ってまいりたいということは、文書でもって作られるということですね。 

 

 そのとおりでございます。 

 

 それと、建物の大きさも、だいたい消防のコミセンぐらいの大きさだとい

うことは聞いておりますけれども、基本的に、何平米以下と、そういうふう

なことも一応、考えておいていただけたらいいんではないかなと。というの

も、先ほどの委員さんのあれで、「うちの利用形態は割と多人数なんです」

と、「うちの」というは「この地域での利用形態は割と多人数なんです、せ
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やからちょっと大きめの」とか、そういうふうな話もあろうかとは思います。

そうしたら、どこが上限なのか、そこらへんもはっきりさせておくべきであ

って、何平米以下ということも考えておいていただきたいと思います。 

 それと、この目的の中で「高齢化社会に対応するために」とか、いろいろ

書いていただいていますけれども、以前に要望があって、老人会をするのに、

賃貸のところを借りているんやと。町から補助していただけませんかという

陳情があったように思いますけれども。高齢化社会に対応するためにやった

ら、その陳情に対して、今までどのようなことを町は研究されておられたの

か、それをちょっとお聞きしたいと思います。 

 

 多分、三室地区から賃貸借の関係で出ておったと思います。これにつきま

しては、今、峨瀬自治会の集会所の問題で最高裁に上告しております。また

明日、口頭弁論がございますが、その結果を見て検討してまいりたいと考え

ております。 

 

 それは以前にもなんか聞いたようにも思いますねんけれどもね。その裁判

と、その集会所の補助を出すのがリンクするのかどうかは別にして、高齢化

社会に対応するためやったら、以前に陳情出てきた分について、今までから、

やる・やらんは別にして、調査研究はしていって当たり前のこととちがうか

なと、私は思うんですけれどもね。そこらへん、これからはされていかれる

のかどうか、そこらへん、ちょっとお聞きします。 

 

 これはもう当然、そういう陳情の内容でございましたから、そういうこと

で、社会福祉協議会等としてそういう地域的に、まあおっしゃってるのは、

あくまでもサロン的に、その空き家の空いたマンションにでも、あるいはア

パートにでも、そこらを活用できへんかということで、それに対する助成と

いうことで、これは社会福祉協議会のほうではさせていただいていますし、

なかなかそういう点については利用度は少ないということでございますし、

なかなか高齢化の中で、そういうものがというよりも、高齢者の方々の介護

をするのか、あるいはそういうサロンとしてやるのか、あるいはいろんな問

題があると思います。健常的な方々の場合でしたら、こういう畳の間には座
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らないと、高齢者でも座らない、そうしたら、いすを用意するのか、あるい

はそういうことでも、公民館でもかなり変わってきたと思います。もうほと

んど畳の間にはいすを置かれて、周辺に座られたら、必ず前が空いてしまう

ということですし。先ほども宮﨑委員さんもおっしゃっていますように、か

なりの人数の地域のとこは、それだけの確保できるかというたら、だいたい

総会やってもですね、会合やってもほとんど来られない。まあ言うたら、我々

地域でも、本当にもう総会いうたかって、２、３０人来られたら、それで終

わってしまうというような感じですから。そこらは大きな自治会になれば、

前も嶋田委員がおっしゃっているように、そういう東公民館とか、斑鳩の中

央公民館とか、あるいはそういうところをやっぱり使っていただくというの

が本来であろうと思いますし。地域のための交流館ですから、ひとつの考え

方としての、そういう点で、今の文言の中には「高齢化」というひとつの語

句が入っていますけれども、それも重視して、建てるとしたら、そういうも

の、当然バリアフリーとかいろんな関係については、そういうものも積極的

に採用していくのが、一番、当然であろうと思っております。そら１０年、

２０年ぐらい前から、ほとんど葬式ができるような公民館を作れということ

から、いろんな議論があったと思いますけれども、今、もう公民館で葬式を

されることはほとんど、ないということはないですけれども、ほとんどない

ということですございますから、そういうことが１０年あるいは１５年で変

わってくるということも十分考えていかなかったら、そらこれからやっぱり

それは、やっぱり先ほど木澤委員がおっしゃったように、やっぱり皆さん方

のご意見を十分聞いてですね、地域地域の公民館としての、地域公民館とし

て、ひとつの基本としては、コミュニティセンターをひとつのモデルとして、

やっぱりそういうぐらいのものを作りたいということでございます。 

 

 それは分かりますねんけどね、私言うてるのは、今現在、どこかの施設を

賃貸で借りて、老人会なりのサロンでもってやっておられるとこにその賃貸

の分の補助金を出してくれということを検討されておられるのかどうかとい

うことなんです。それで、裁判がまだ継続中やから、検討はしていないとい

う答弁だったので、それはおかしいやろうと。陳情が出てきて、ここにも「高

齢化社会に対応するため」と書いてあるねんから、その老人クラブなり、何
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なりが借りてはる賃貸料に補助を出すということをこれから考えていってく

れと、こういうふうに言うてるわけなんです。それに対してはどうなんです

か。 

 

 これにつきましては、以前に、役場にも出てきましたし、議会にも出てき

ましたわね。それで総務委員会でも議論になりました。そのときにでも、今

後お互いに研究していこうということになったと思います。現在でも、大都

市ばかりでなっておりましたわね、いわゆる大都市でマンションばかり建っ

ておるところで、そういう敷地を確保できないから、賃貸しかしようがない

というとろで活用されておりましたので、今後としてはそれは斑鳩町に当て

はまるかどうかについては、今後、議会も研究していくけれども、総務課、

担当課も検討してくれと、確かそういうまとめになったと思います。これに

ついては、先ほど木澤委員が言われましたけれども、補助金の集会所の上限

もありましたわね、上限の話。で今一方、それに対しては一定、当面は社協

でいくばくかの補助を出しているということを、今、町長が答弁させていた

だきました。そうしたら、それ以外についてはどうしようかというのは、や

はりその補助金の上限といっしょに、含めて、今後の検討課題と。今後の、

ずっと人口が減っていく中で、高齢化社会が向っていく中で、そうしたら自

治会を維持する上でどうあるべきかというのは、補助金とともに、お互いに

考えさせていっていただく問題であろうと考えております。 

 

 分かりました。考えさせていただく問題よりも考えていっていただきたい

と、まずそう思います。ほんで、いみじくも今、補助金規定のことをおっし

ゃいました。最後にそれを言おうと思っていたんですけれども、今、上限２

分の１やということやけども、町の認識も、その金額、そこまで捻出する余

裕がないと、そういうふうなことをおっしゃっていますのでね。補助金をま

あ３分の２とか、そういうふうに上げていただくように、研究していってい

ただきたいと。その答弁も先に言っていただきましたけれどもね、それを要

望しておきます。以上です。 

 

 他にございませんか。ないようでしたら、私のほうから。 
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ちょっと前回の委員会で、この４ヶ所の交流館建設は、約１０年から１２

年をもって、３年おきか、なんかそういうふうなお話、説明をお聞きしたと

思うんですけれども、ちょっと今回の計画のところには、その期間というの

は入っていなかったんですが、それは間違いないでしょうか。 小城町長。 

 

 今、委員長がおっしゃるように、やっぱり要望が上がってこなかったら、

なかなかできませんから。やっぱりそういう点では、用地から、あるいはそ

ういうものを確保せんなあきませんから、ある程度それが固まってこなかっ

たらなかなか出てこないと思いますから。できる限りそういうご要望があれ

ば、町としても早くしていきたいと。ですから、皆さん方が思っていただく

ように、この４ヶ所が早くうまくいっていただいたら、それだけコミュニテ

ィが繁栄していくと思いますから、そういう点についても、委員長もひとつ

ご協力をしていただきたいと思います。 

 

今、町長から答弁あって、ということは、私の感覚からいけば、要望がい

っぺんに来ても、財政的なことを考えて、やっぱりちょっと期間を、ある程

度、長いスパンで考えていかれるんだなと私は思っていましてんけれども、

今の町長の答弁やったら、もし要望がきたら、もうできるだけ早く要望に応

えていこうと思ってんねんと、このあたりはそれでよろしいか。小城町長。 

 

そういうふうになっていただければ、ありがたいと思います。 

 

 あと、いろいろ各委員さんから話が出たなかで、私からいきますと、やは

りこの答弁の中で、集会所と交流館とはちょっとまた意味が違うねんと、違

う種のものやねんというような答弁があり、そうなってくると、やっぱりコ

ミュニティという面では同じ共通した部分があると思うんですね。だからや

っぱり、その既存の各自治会の集会所の、非常に今、積み立ててもなかなか

建てにくい、いろんな諸問題を抱えている中で、やはりそれができるだけ集

会所も充実できる、そういうような施策とともに、やっていっていただきた

いと、いうような皆さんのお話しがあったように思うんですわ。そのあたり

も、やっぱり、今後、本当に前向きに考えていただくというようなことを、
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ちょっと要望したいと私は思います。 

 では、今出ました各委員さんの意見を参考にして検討していただくことを

要望いたします。 

１１時１０分まで休憩します。 

 

  （ 午前１０時５５分 休憩 ） 

（ 午前１１時１０分 再開 ） 

 

 再開いたします。 

次に、（３）コンビニ収納及びペイジー収納の導入について、理事者の報告

を求めます。  

清水総務部長。 

 

 それでは、コンビニ収納及びペイジー収納の導入について、資料の４をご

覧いただきながら説明させていただきます。 

９月１５日の当委員会におきまして、町税等の納付に係りますコンビニ収

納・ペイジー収納の導入につきまして、調査・研究を行うための検討会議を

設置することにつきまして説明をさせていただいたところでございますが、

第１回目の検討会議を９月３日に開催いたしまして、それ以降、先進地の視

察調査でありますとか、指定金融機関であります南都銀行のほか、関係機関

等との協議を行うなかで、一定のとりまとめができましたので、報告をさせ

ていただきます。 

まず初めに、コンビニ収納及びペイジー収納というのはどういうものかに

つきまして、あらためて説明をまず行いたいと思います。 

コンビニ収納でございますが、コンビニ収納とはコンビニエンスストアの

窓口において税金等の支払を行えるものでございまして、全国の約４５，０

００店舗とほとんどのすべてのコンビニエンスストアで利用できるシステム

でございます。 

また、ペイジー収納とは、マルチペイメントネットワークとよばれる金融

機関の電子決済システムのネットワークを利用いたしまして、インターネッ

トバンキングやモバイルバンキングの利用や、このマルチペイメントネット
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ワーク対応金融機関の現金自動預け払い機、いわゆるＡＴＭでございますが、

これを利用して税金等を支払えるというシステムでございます。 

２番目の導入の背景と目的でございます。先の委員会でも説明をさせてい

ただきましたが、インターネットをはじめといたします情報通信技術の飛躍

的な発展に伴いまして、行政サービスの高度化や効率的な行政運営を実現す

るための情報化施策の推進が求められるなかにおきまして、税金等を支払う

場合には、現在におきましては、住民の方々等、納入義務者の方が金融機関

か町の窓口のほうに出向いていただきまして、現金で支払う必要があること

から、どうしても時間的・あるいは場所的な制約を受けることとなっていま

す。こうしたなかで、民間サービス事業者を中心に、コンビニエンスストア

での支払、あるいはインターネットバンキングを利用した支払い、いわゆる

コンビニ収納・ペイジー収納の利用が急速に普及している状況でございまし

て、全国の地方公共団体におきましても、コンビニ収納につきましては３７

５団体、ペイジー収納につきましては２１団体が導入している状況でござい

ます。県内におきましては、ペイジー収納の導入はないものの、コンビニ収

納につきましては１５団体導入している状況でございます。 

このことから、当町におきましてもこうした収納方法の多様化に対応し、

住民サービスの向上に効果的な収納方法として、このコンビニ収納、ペイジ

ー収納の導入してまいりたいと考えております。 

次に導入による効果ございます。ここに書いてございますように、この効

果といたしましては、１つとして、税金等の支払方法の住民の選択肢が増加

し、場所や時間的制約が減少し、そのことによって住民サービスが向上する

というものでございます。 

２つといたしましては、郵便局のＡＴＭやコンビニエンスストアが利用で

きることにより、金融機関や町の収納窓口の運用時間を未納理由にされる事

がなくなり、未納者への対応が容易になるということでございます。もっと

言いますと、これは、滞納者から納付できない理由としてよくおっしゃるの

が、銀行や役場があいている時間帯は、自分も仕事などで勤務時間があるか

ら、納付できないといった意見が寄せられておる中で、このコンビニ収納・

ペイジー収納の導入することによりまして、そういったことが言えなくなる

ということでございます。 
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３つ目といたしまして、期限内の収納率向上が期待できるところから、督

促件数の減少が期待できますし、督促や未納管理に伴います事務の効率化が

図れることが期待できるというふうに考えております。 

次に、対象税目でございます。現在考えておりますのは、個人住民税の普

通徴収、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上下水道料金といたし

まして、上下水道料金につきましては、口座振替率が現在９０％ということ

もございまして、コンビニ収納のみの導入を考えております。 

次に導入年次でございますが、このコンビニ収納・ペイジー収納の導入を

する際に必要となります収納代行する事業者の選定後、約６ヶ月間のテスト

期間が必要でありますことから、平成２３年度におきまして、この収納代行

する事業者等の選定、あるいは関係機関との協議、あるいはシステムのテス

ト等を行った上で、平成２４年４月から、コンビニ収納・ペイジー収納の取

扱いを行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上をもちまして説明とさせていただきますが、新年度におきまして、先

ほど申しました収納を代行する事業者等が決定いたしまして、具体的なスケ

ジュール等が決まりましたら、またあらためて当委員会にご報告させていた

だくこととしておりますので、よろしくお願いします。 

 

報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 （ な  し ） 

 

 私のほうからちょっと。実際今現在こういうような税関係とかの引き落と

しをされている、口座から引き落としされている方の比率といいますか、ど

れぐらいの方が引き落としに今現在なっておるか、わかりますかね。 

 清水総務部長。 

 

 先ほど申しました水道料金につきましては約９０％でございます。個人住

民税におきましては平成２１年の実績で申し上げますが、個人住民税におき

ましては３０．９％、固定資産税におきましては４７．５％、軽自動車税に

おきましては２８．８％、国民健康保険税におきましては４２．１％となっ
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ております。 

 

 結局引き落としされている方は､今までどおり引き落としと、それ以外の方

を対象にという形で、それでもやっぱり住民サービスということを考えてい

けば、こういう方向で、初期のコストはかかってもというような考え、そう

なってくるといろいろ徴収とか、そういう部分での事務手数というのが非常

に簡略化できるというか、合理化できて、それが住民サービスに結びつくと

いうふうな考えで私はおるんですけれども、それで間違いございませんね。 

 清水総務部長。 

 

 そのとおりでございます。 

 

 分かりました。これをもって、質疑を終結いたします。 

 次に、（４）斑鳩小学校民俗資料室の一般開放について、理事者の報告を求

めます。 植村教育委員会総務課長。 

 

 斑鳩小学校民俗資料室の一般開放についてでございます。現在一般開放に

つきましては、毎週土曜日の朝９時から１７時に一般開放を行っておるとこ

ろでございますが、この開放につきましては平成２２年度限り、今年度限り

といたしまして、平成２３年度からは行わないこととしたいと考えていると

ころでございます。 

 ご承知のように、斑鳩小学校民俗資料室につきましては、小学校の教材と

して収集・保存されていました伝統的な農機具、工具、家具、衣装などの民

俗資料につきまして、平成５年から一般住民にもその展示を開放する一般開

放をはじめまして、現在に至っているところでございます。 

 来場者数につきましては、現在では開放日１日当り約１．７人でございま

して、子どもさんの利用が多いというところでございます。 

 また、１日平均１．７人とはいいますものの、平成２１年度におきまして

は、開放日５０日のうちに来場者が０人であった日は２７日ございました。

また平成２２年度におきましても、１０月までの開放日３１日のうち来場者

が０人であった日は１７日ございまして、開放日の半分以上にのぼっている
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という現状がございます。このような現状や費用対効果も考えるなかで、一

般開放については、終了ということにしたいというふうに考えておったとろ

でございます。資料そのものは歴史学習のうえで貴重なものであることには

変わりはございませんので、基本的にはこれまでどおり、斑鳩小学校の学習

資料室として活用させていただくこととしております。また、その他の小学

校、中学校の児童・生徒や、また幼稚園児にも見学させるなど、郷土の歴史

伝統の学習教材としては、一層の活用をはかっていきたいと考えているもの

でございます。また、個々への対応は難しいと考えますが、例えば郷土の歴

史などを学ぶ学習グループなどが見学したいというふうな申込等がございま

したらば、小学校の授業に影響を及ぼさない範囲の中で、できる限り対応さ

せていきたいというふうに考えているところでございます。 

 この民俗資料室の一般開放の終了について、ご理解いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

木澤委員。 

 

今、人数のほう聞かせていただいて、１日平均１．７ですか、来ない日が

２７日あるという状況であれば、常に開放しておく必要はないかなというふ

うには思いますけども。これまでですね、この民俗資料室の存在っていうん

ですかね、こういうものがありますよというのは、どういう形でお知らせを

してこられたんでしょうか。 

 

過去におきましては、広報紙の記事の掲載なども行わさせてもらいました

し、小学校を通じてのこういうのがありますというのもさせていただいたと

いうふうにはありますけども、今まで広報紙でというような状況です。 

 

先ほど、団体で申し込まれた場合は見ていただくことはできるとおっしゃ

っていただきましたけども、情報発信のほうはですね、こうした資料室があ

りますよということについては、やはり随時どこかで発信をしていただきた

いなと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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他にございませんか。 

 

 （ な  し ） 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 他に理事者のほうからなにか報告しておくことはございませんか。 

 乾総務課長。 

 

 その他でございますけども、職員の採用試験の結果についてのご報告をさ

せていただきます。１２月５日に、最終の試験となります三次試験として受

験者１１名に対しまして面接を実施をしております。その結果でございます

けれども、６名の合格者を決定いたしております。男女の内訳でございます

けども、男が５名、女１名、計６名ということでございます。なお、採用に

つきましては来年、平成２３年４月１日付の採用としております。 

以上で、職員採用試験の結果についてのご報告とさせていただきます。 

 

 他に理事者の方から報告しておくことは。 小城町長。 

 

 ＪＡの全国共済組合からですね、車１台を寄贈いただきました。これは県

下市町村に各１台づついただいたということで、昨日いただきまして、一応

４月の２５日、橿原でそういう式典をしたいということでございます。一応

車は、特に教育委員会等の関係のパトロールとか、そういうひとつの安全確

保のためにですね、してほしいということでございますので、ご報告を申し

上げます。ダイハツのタント、車種は、です。 

 

 他にございませんか。 乾総務課長。 

 

 消防関係の年末年始の行事予定についてでございますけども、毎年行って

おります町消防団の年末警戒パトロールでございますけれども、本年も１２

月２８日から３０日までの３日間実施をさせていただきます。 
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議員皆様には、恒例によりまして、消防団員への激励といたしまして、こ

の期間に各分団詰所にご訪問をお願いしたいというふうに存じております。

事前に班編成をさせていただきましてご案内させていただいておりますが、

年末の大変お忙しい中ではございますが、よろしくお願いを申し上げます。 

 それと来年、新年の１月５日でございますけども、消防団出初め式を挙行

いたしますので、午前１０時から斑鳩小学校の運動場で実施をする予定でご

ざします。これにつきましても議員皆様にはご案内をさせていただいており

ますが、よろしくご出席賜りますようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

 

 他に報告しておくことはございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

各課報告事項については、報告を受けたということで終わります。 

 次に、３．その他について、各委員から質疑、意見があればお受けいたし

ます。 木澤委員。 

 

 公民館の利用のことについてちょっとお尋ねをしたいんですけども。先日

ですね、子育てサークルをつくって、お母さん５人と子ども５人という形で

中央公民館のお茶室を利用したいということで申し込んだんですけども、最

初１回は利用できたららしいんですね。２回目申し込もうとした時に、特に

備品等を壊したということでもないのに、利用を断られたというふうにおっ

しゃっておられたんです。それは何でそんなことになったのかなというのを

ちょっと確認したいのと、それとですね、お母さん５人と子ども５人で団体

登録をされたいということで相談をされたんです。最初は大人５の子ども５

で１０人でいけますよというふうにお聞きになったらしいんですけども、実

際に申請をしに行った時には、これじゃだめですというふうに言われたそう

です。それもなんでそういうことになっているのか、規定はどうなっている

のかなというのもちょっと確認をさせていただきたいなと思うんです。 
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 中央公民館の茶室の使用につきまして、現在、子育てに関するサークルに

関する活動目的で使用できないということはございません。以前、茶室の使

用につきましては備品とか設備の関係ですね、使用目的がありまして、一定

の制約を加えておったということはございますが、現在はそういった使用目

的で使用できないということはございません。今後、このようなことがない

ように適切に対応するように努めてまいります。 

２点目の公民館自主グループの５組１０人ということで、親子で活動され

るグループについては、５組１０人ということで、登録できなかったという

ことでございますが、公民館自主グループの活動につきましては、その活動

目的達成のため、一定の基準が必要であるということから、その構成の人員

としまして１０人以上で活動していただくということが適当な数であるとい

うことから一般的に１０人というふうにされております。そしてまた子育て

に関するサークルの方々につきましては、１０組２０人というような親子で

２０人というようなことで設けておりましたが、今現在、そういった活動の

状況とか、和室の環境ですね、広さ等を勘案する中で、今現在、例えば８畳

の和室で２０人の活動というのはやはり困難ということも考えられますので、

木澤委員がおっしゃるようにですね、その構成の基準についてもう少し緩和

をしていこうというふうに考えているところでございます。 

 

 お茶室の利用については、今現在特に規制をして、そうした子育てサーク

ル等が使えないということではないということですので、その辺はきちっと

徹底していただいて、統一に対応していただけるようにお願いをしておきた

いと思います。 

それと、自主グループの登録のほうですけども､子育てサークルの方自体が

保健センターのほうでも力入れて、町としてもそうした子育てサークルをつ

くっていこうということで頑張っていただいていますけど、町のやっている

のを卒業して自分たちで自主グループをつくるというのも、なかなか大人数

でグループというのは作れないと思うんですね。ですので、そうした小規模

のグループが増えていくかなと思いますんで、そうしたグループでもやはり

きちんと使えるような形、団体登録もできるような形で、今後柔軟にちょっ

とその点については検討していただきたいというふうにお願いをしておくの
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と。あとですね、先ほど地域交流館の建設の話もありましたけども、今なか

なかそうして乳幼児を遊ばせながら親が交流をするというようなサークル活

動がなかなか畳の部屋がないとできないと、小さい固い床の部屋だと子ども

がこけたりしたら危ないんで、なかなか使いづらいという状況があると思う

んです。だからっていって和室を増やすこともなかなか難しいと思いますん

で、できればですね、よく病院なんかで子どもの育児コーナーみたいなとこ

ろで、こんなマットを敷いてスペースをつくっているような状況があると思

うんです。ですのでそうしたマットを、例えば各公民館とか、生き生きプラ

ザのほうでもご用意いただいておけば、子育てサークルが使いたいと言うた

時には、例えば中央公民館の研修室でもちょっと机を除けてですね、そうし

たマットで子どもを遊ばせておきながら、お母さん達が交流するといった取

り組みはできるかなと、そうすれば研修室の利用なんかも上がりますし、マ

ットの購入についてはいろいろ金額あると思いますんで、そんな高いもので

はないと思いますんでね、今後購入についても是非検討していただきたいと

思いますんで、これは来年度に向けて要望しておきたいと思います。 

 

 木澤委員からご要望ということですけども、一番問題は事故なんですよね、

生き生きプラザでもやっぱり、カバーがしていないから、カバーで頭打った

ということでも問題があるように。やっぱりそういうことの管理がですよ、

十分できているけども、もし万が一、そこで転倒してなった時に誰が責任や

ということになってまいりますし。やっぱりそこらのところなんでもマット

敷いてやったらいいやないかということだけでは。私は、親が、誰かが責任

を持って保育をするということをしなかったら、やっぱり最近の傾向はどう

しても勤めに行っておられますから、友達と話し合いしてる、そしたらその

まま赤ちゃんは放っておく、そうしたら這っていったらわからないという現

状がありましてね、生き生きプラザでも何ヶ月か前にそういう問題があって、

ラバーをしましたけども、やっぱりそういうことが起きたときにはやっぱり

皆があんなんしてたよかった、あこのはずしてはったらよかったと。地域交

流館でも和室の、中央公民館でも、ただ、木澤委員おっしゃるように結局満

席なんですよね、割とお茶室は。だから申し込んだ時に断られたのか、どっ

ちが先にあったんかわかりませんけど、そりゃ使えることは自由に使えます
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から、それはいいんですけども、一番問題なのは自分が希望した時に、やっ

ぱり誰かが申し込んでおられて、あかんということもありますからね。やっ

ぱりその辺の関係を十分理解いただいてですね、町としても、今、黒﨑課長

言うたみたいにできるだけおっしゃっていただくようなご意向にしていきた

いということは申し上げているわけですけども、ただ場所が１つしかござい

ませんから。畳とかマットでもということでありますけども、購入すること

自体は別にいいんですけれども、あと事故が起こらないというひとつのこと

で、やっぱりお母さん、あるいは、そういうお父さん、誰かが責任を持って

やっぱり環境を見ていただくということが、今一番大事だと思っています。 

 

 他にございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

 他になければ、継続審査についてお諮りいたします。お手元にお配りして

おります閉会中の継続審査申出書のとおり、当委員会として、引き続き調査

を要するものとして、このように決定したいと思いますが、ご異議ございま

せんでしょうか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。議長におかれましては、継続審査の手続きをとって

いただきますよう、よろしくお取り計らいをお願いいたします。 

 その他についても、これをもって終了いたします。 

以上をもって、本日の案件についてはすべて終了いたしました。 

 なお、本日の委員会報告のまとめについては、正副委員長にご一任いただ

きたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。 
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 それでは、閉会にあたり町長の挨拶をお受けします。 

 

 皆さん終始熱心に、長時間早朝から審議いただきました。継続審査の関係

につきましては、今の文化財センター等につきましても、今後十分できるだ

けお客さんに来ていただけるような、そういうふうな形をとっていきたい。

またいろいろとおっしゃいましたように、駐車場の関係等もございますども、

できる限りｉセンターとの連携を密にしながら町営駐車場をご利用いただい

て、散策をしていただくということですね、お願いをしてまいりたいと思い

ます。また、特に中宮寺の関係等については、中宮寺史跡の関係等について

は来年の３月で一応第３次調査が終わるわけですけれども、その後、これか

ら史跡の関係等についても公園化の問題等について、これからまた、委員の

皆様方にもご苦労をかけておりますけども、よろしくお願いします。 

あとの各課報告事項につきましては、特に斑鳩町の一般会計補正予算、今

いろいろときめ細かな関係等について、いろいろとご審議をいただきまして

本当にありがとうございました。また、この地域交流館の問題についても本

当に皆様方の真剣な、終始熱心な意見をいただいてですね、やっぱりわれわ

れとしては作る以上は本当に皆様方のご利用がスムーズにですね、また、楽

しくご利用がいただけるような環境を作っていくことが大事だと思います。

まず要望があるところからですね、進めさせていこうという気持ちでござい

ますけども、また、それぞれの委員の皆様のご意見を十分聞きながら進めて

まいりたいと思います。それとコンビニの収納、ペイジー収納、あるいは斑

鳩小学校の民族資料室の土曜日の開放を閉じるということでございます。 

いろんなご意見等をいただく中で、今後とも住民の本当の立場を十分考え

ながら進めてまいりたいと思います。本日は本当に長時間ありがとうござい

ました。 

 

これをもって総務常任委員会を閉会いたします。 

ご苦労さまでした。 

                  （ 午前１１時３６分 閉会 ） 

 

 


